
鹿屋市介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

鹿屋市介護保険法施行細則（平成18年鹿屋市規則第127号）の一部を次のように

改正する。 

第７条中「介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書」を「介護保険要介護認

定・要支援認定等結果通知書」に改める。 

第８条中「介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書」を「介護保険要介護認

定・要支援認定等却下通知書」に改める。 

第９条中「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」を「介護保険要介護認

定・要支援認定等取消通知書」に改める。 

第17条中「介護保険給付費支給（不支給）決定通知書」を「介護保険償還払支給

（不支給）決定通知書」に改める。 

第18条第１項中「介護保険高額介護（介護予防）サービス費支給申請書」を「介

護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書」に改め、同条第２項中「施行規則

第83条の４及び第97条の２の申請については介護保険高額介護（介護予防）サービ

ス費支給（不支給）決定通知書」を「介護保険高額介護（予防）サービス費支給

（不支給）決定通知書」に改め、「、鹿屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施

要綱第15条については介護保険高額介護（介護予防）サービス費（総合事業分）支

給（不支給）決定通知書（別記第18号の２様式）」を削る。 

第18条の２第１項中「別記第18号の３様式」を「別記第18号の２様式」に改め、

同条第２項中「別記第18号の４様式」を「別記第18号の３様式」に改める。 

第18条の３第２項中「別記第18号の５様式」を「別記第18号の４様式」に改める。 

第19条第２項中「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」

を「介護保険負担限度額認定決定通知書」に改める。 

第20条第２項中「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除等決定通

知書」を「介護保険特定負担限度額認定決定通知書（要介護旧措置入所者）」に改

める。 

第21条第２項中「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」

を「介護保険利用者負担減額・免除決定通知書（別記第26号様式）」に、「介護保

険利用者負担額減額・免除認定証（別記第26号様式）」を「介護保険利用者負担額

減額・免除認定証（別記第26号の２様式）」に改める。 



第25条第２項中「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除等決定通

知書」を「介護保険利用者負担減額・免除決定通知書（要介護旧措置入所者）（別

記第30号様式）」に、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（別記第30号様

式）」を「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（要介護旧措置入所者）（別

記第30号の２様式）」に改める。 

別記第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式から別記第９号様式までを次のように改める。  



第６号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第８条関係） 

 

 



第８号様式（第９条関係） 

 

 



第９号様式（第10条関係） 

 

  



別記第12号様式を次のように改める。 

  



第12号様式（第13条関係） 

 

  



別記第16号様式から別記第18号様式までを次のように改める。 

  



第16号様式（第17条関係） 

 

  



第17号様式（第18条関係） 

 

  



第18号様式（第18条関係） 

 

  



別記第18号の２様式を削り、別記第18号の３様式を別記第18号の２様式とし、別

記第18号の４様式を別記第18号の３様式とし、別記第18号の５様式を別記第18号の

４様式とする。 

別記第20号様式を次のように改める。 

  



第20号様式（第19条関係） 

 

 



別記第23号様式を次のように改める。 

  



第23号様式（第20条関係） 

 

 



別記第26号様式を別記第26号の２様式とし、別記第25号様式の次に次の１様式を

加える。 

 

  



第26号様式（第21条関係） 

 

  



 別記第30号様式を別記第30号の２様式とし、別記第29号様式の次に次の１様式を

加える。 

  



第30号様式（第25条関係） 

 



 別記第33号様式及び別記第34号様式を次のように改める。 

  



第33号様式（第33条関係） 

 



  



第34号様式（第33条関係） 

 

  



 

  



別記第36号様式及び別記第37号様式を次のように改める。 

  



第36号様式（第35条関係） 

 

  



 

  



第37号様式（第36条関係） 

 

  



 

  



別記第43号様式を次のように改める。 

  



第43号様式（第40条関係） 

 



 

  



 別記第45号様式を次のように改める。 

  



第45号様式（第41条関係） 

 

  



附 則 

この規則は、令和５年12月25日から施行する。 

 

 


